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Ⅰ．目 的

本年報はＬＰガスに係る事故のうち、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関

する法律（以下「ＬＰガス法」という。）が適用される供給設備、消費設備の事故、すな

わち、主に家庭・業務用のＬＰガス消費先に係る事故（以下「ＬＰガス事故」という。）

について、平成２２年の事故を収録し、それらのデ－タを主に過去９年間（平成１３年～

平成２２年）の数値と対比して解析を行ったものである。

Ⅱ．事故の定義等

１．事故の定義

(1)ＬＰガス事故

① 漏 え い 漏えいした液化石油ガス（以下「ＬＰガス」という。）が引火

に至らず、また、中毒・酸欠等による人的被害のなかったもの。

ただし、接合部等からの微量の漏えい（ネジ又はゴム管接合部等

に石けん水を塗布した場合、気泡が発生する程度）は除く。

② 漏えい爆発 ＬＰガスが漏えいしたことにより、爆発が発生し、又は爆発に

よる火災に至ったもの。

イ．漏えい爆発 （漏えいガスによる爆発のみの場合）

ロ．漏えい爆発・火災 （漏えいガスによる爆発後火災の場合）

③ 漏えい火災 ＬＰガスが漏えいしたことにより火災（消防が火災と認定した

ものに限らない。）に至ったもの。（上記②を除く。）

なお、ＬＰガスの漏えいがない状態でＬＰガス燃焼器具（これら

に付帯するものを含む。）が過熱し、又は故障したことによる火災

及びコンロ、グリル等の炎が周囲に燃え移ったことによる火災はＬ

Ｐガス事故に該当しない。

④ 中毒・酸欠 ＬＰガス消費設備の不完全燃焼又はＬＰガス若しくは排気筒等

からの排気ガスの漏えいにより、一酸化炭素中毒又は酸素欠乏の人

的被害のあったもの。

(2)その他事故（ＬＰガス事故に含まれない事故）

① 自殺、故意、いたずら、盗難等が原因による事故

② 自然災害による事故

例）地震による家屋の倒壊に伴う設備の破損等の事故

例）洪水・土砂崩れによる設備の破損等の事故

ただし、自然災害による事故のうち、事故発生原因が地震時の転倒防止措置

の不備、落雪等の防止対策（雪囲いや保護板の設置等）の不備等保安対策の実
























































































































































